
海上保安庁では、銃器・薬物などの密輸、密航事犯の水際阻止をはじめ、海上犯罪の予防と取締り、海洋汚染の監視取締りなど、海上での
秩序を維持するための業務を行っています。
当部の管内で発生している海上犯罪は、密漁事件が最も多く、このほか船舶の投棄などによる海上環境にかかる違反、海技免状や船舶設
備の不備による違反などとなっています。

～治安の確保～
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